
１  本証は、団員の身分証明であるから、制

服着用の際は必ずこれを携行すること。  

２  本証を他人に貸与し、又は譲渡しないこ

と。 

３  本証を紛失したときは、直ちに届け出る

こと。 

４  有効期限を経過したとき、又は団員の身

分が無くなったときは、直ちに返納するこ

と。 

  

   

消防団員証仕様書 

京都市消防局 消防団・自主防災推進室 

(担当 采女、鳥居 電話 212-6617) 

１ 消防団員証 

  調製数 ４，５００枚 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 仕様    

⑴  寸法は縦５４ｍｍ×横８５.６ｍｍ、厚み０．７６ｍｍの両面印刷とする。 

⑵  地色はすべて白色とする。 

⑶  表面は、黒色、赤色、青色、金色の４色とする。 

⑷  裏面は、黒色、墨１００とする。 

⑸  紙質は非結晶ポリエステル樹脂ＰＥＴ－Ｇとする。 

⑹  校正は、文字校正２回、色校正１回とする。 

⑺  現物見本を確認し、作成すること。 

 

３ その他 

⑴  仕様に記載のない細部については、当局の指示に従うこと。 

⑵  受注者は、契約後速やかに当局係員と仕様の打合わせを行うこと。 

 

４ 納期 

  令和８年７月３１日（金） 

 

５ 納入場所 

  京都市消防局 消防団・自主防災推進室 

青色 
金色 

「2037．3．31」とする。 

 

赤色Ｙ８０Ｍ１００ 



６ 見積書の提出方法等 

⑴  見積書の宛先は、「京都市長」としてください。 

⑵  見積金額は、「消費税及び地方消費税額」を除いた金額を記載し、その旨

を明記してください 

⑶  見積書は、令和８年６月３０日（火）までに、業者担当者の氏名（フルネ

ーム）を記入したうえで、メール（kyoyo-shobo@city.kyoto.lg.jp）、ＦＡ

Ｘ（075－212－6958）、郵送又は持参のいずれかの方法により、当室担当（釆

女、鳥居）まで提出してください。 

⑷  契約が決定した業者のみに御連絡差し上げますので御了承ください。 

 


